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事実の概要

　学習塾の経営等を目的とするＡ株式会社は、会
社法上の大会社であり、東証一部に上場してい
る。Ａ社の創業者Ｙは、昭和 60 年の設立当初か
ら同社の代表取締役を務めていたが、平成 27 年
10 月 1日、代表権のない取締役相談役となった。
Ｙは平成 16 年頃から、講師管理や教室運営等の
既存事業の経営を取締役副社長Ｐ３に、財務会計
を含む管理業務を専務取締役Ｐ１にそれぞれ委ね、
自らは新規事業の立ち上げに注力していた。
　Ａ社は、平成 19 年以前から少なくとも 3名の
社外監査役を含む 4名の監査役を選任しており、
うち 1名は公認会計士の、2名は税理士の資格を
有していた。また、業務の適正を確保するための
体制として、企業倫理に関する諸規程や文書管理
規程を定めるなどしていた。
　平成 19 年 4 月、ＹはＡ社の会計監査人である
Ｄ監査法人から、次期に実施予定の授業に係る
売上げの先取り計上などの方法により売上げ約 6
億円が不正計上されているという指摘を受け、事
実関係の確認のためにＰ３・Ｐ１らから事情を聴取
した。調査の結果を受けてＹは、Ｐ３・Ｐ１は不正
計上に関与していないと判断した。
　Ｙは、Ｐ３・Ｐ１に対して再発防止委員会の設置
を指示し、Ｐ３を委員長、Ｐ１を副委員長、Ｆ監査
法人に所属する公認会計士らを委員として同委員
会が設置された。Ｙは、同委員会から、不正計上
が行われた原因は授業実施数を実施管理簿による

紙媒体で管理し授業実施と売上げとの紐付け状況
を把握できなかったことにあるため、授業実施
データを一元管理して会計処理を行うコンピュー
タ・システムの導入が再発防止に有効である旨の
報告を受けた。そこで、Ｙは、授業実施数と授業
実施による講師への給与の支払を紐付けし、売上
げ計上の基礎となる授業実施数を正確に管理集計
するシステムＧの導入を決定し、Ｆ監査法人の公
認会計士やシステムの技術者の助言の下でＧを構
築し導入した。Ｙは、Ｇの導入後も経理部門担当
役員等にＧの運用状況を確認するなどした。さら
にＹは、コンプライアンスの状況を監視する内部
監査室の体制を強化し、従業員研修等で平成 19
年の不適切な会計処理に言及し、従業員がＹに直
接意見を述べるため目安箱を設置するなどの対応
策を講じた。Ｇの下では、次期に実施予定の授業
を先取りしての売上げ計上は不可能であったが、
役員や幹部従業員らの指示ないし黙認があれば授
業実施数等について虚偽の数値を打ち込むことが
可能であり、そもそもＧは契約書の偽造などの行
為に対応できるものではなかった。
　平成 19 年 2 月期でＡ社とＤ監査法人の監査契
約は終了し、平成 20 年 2 月期からは、Ａ社会計
監査人はＦ監査法人に変更された。
　Ａ社では、平成 20 年 2 月期以降平成 26 年 2
月期の第 3四半期までの各期において、少なく
ともＰ１・Ｐ２の指示ないし黙認の下で不適切な会
計処理が行われるようになった。当初は当日欠席
（前日までに連絡なく授業当日に生徒が欠席した場
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合、役務提供があったものとみなして売上げを計上）、
社員授業（講師料の支払が不要な従業員による授業
実施）及びご祝儀（生徒が未消化授業を残して退会
した場合などに教室の担当者が保護者から前受金の
返還は不要との了解を得て未消化授業相当の売上げ
を計上）を仮装して未消化コマ数を減らし売上げ
を不正に計上する手法であったが、平成 21 年 2
月期以降は、映像講座契約において契約書の日付
を遡らせる、契約成立の見込みがないのに契約書
を作成するなどの手法も行われるようになった。
　平成 25 年 2 月頃、Ｙは売上げの不適切計上を
告発する匿名の手紙を受領し、Ｐ１に調査を命じ
た。常務取締役Ｐ２が調査したところ、不適切計
上の事実が確認され、手紙の内容は事実で問題と
なっている売上げの計上を取りやめた旨の報告書
をＰ１に提出したが、Ｙには提出せず、上記告発
を調査したが問題はなかった旨を報告した。
　平成 25 年 11 月、Ａ社は証券取引等監視委員
会による立入調査を受け、本件不正会計が発覚し
た。これを受け、翌月Ａ社は過去の会計処理を調
査するため利害関係のない弁護士・公認会計士等
による第三者委員会を設置した。同委員会は、平
成 26 年 2 月、Ａ社に対し、Ａ社とその連結子会
社で平成 20 年 2 月期から平成 26 年 2 月期第 2
四半期にかけ合計 83 億 8000 万円の売上げを不
適切に計上していた（以下「本件不正会計」という。）
との調査結果をまとめた報告書を提出した。同年
4月、Ａ社は、平成 21 年 2月期から平成 25 年 2
月期までの有価証券報告書等に売上げを過大に計
上した虚偽記載があるとして、金融庁長官から 4
億 1477 万円の課徴金納付命令を受け、平成 26
年 6月、これを国庫に納付した。
　Ａ社取締役会は、平成 21 年 2月期から平成 26
年 2 月期にかけて、期末配当・中間配当として
合計 47 億円超の配当を決議し、平成 21・22 年
に合計 4回、自己株式の取得を決議した。Ｙは、
上記各取締役会に出席し、上記各決議にいずれも
賛成していた。
　Ａ社は、Ｅ法律事務所所属の弁護士らに対し、
本件不正会計に関し、Ａ社及び連結子会社等の取
締役、監査役及び会計監査人に対する責任追及訴
訟提起の方針を照会した。上記弁護士らは、平成
27 年 3月付けでＡ社監査役会に対し、取締役Ｐ１・
Ｐ２に対しては任務懈怠に基づく責任追及をすべ
きであるが、Ｙに法的な意味での内部統制システ

ム構築・運用義務違反は認められず、法的責任の
追及は難しい旨を記載した意見書（監査役会版）（以
下「本件意見書」という。）を、同年 4月付けでＡ
社取締役会に対し、監査役の責任追及の可否等を
記載した意見書（取締役会版）を提出した。
　同年 5月、Ａ社は本件意見書を踏まえ、Ｐ１・
Ｐ２に対し、本件不正会計を知りながら黙認した
ことなどを理由とする任務懈怠に基づき、連帯し
て 3億円の支払を求める損害賠償請求訴訟を提
起した。この訴訟は、Ｐ１・Ｐ２の請求認諾により
平成 28 年 3月に終了した。
　平成 27 年 10 月、Ａ社の株主Ｘは、Ａ社監査
役に対し、本件不正会計に関してＹには監視義務
及び内部統制システムを構築すべき義務等を怠っ
た善管注意義務・忠実義務違反並びに違法配当
等に係る責任があるなどとして、会社法 423 条 1
項及び同法 462 条 1 項に基づく責任追及の訴え
の提訴請求をし、その後、代表訴訟を提起した。

判決の要旨

　請求棄却。
　「Ｙは、平成 20 年 4 月以降、Ｐ３に代表取締役
社長の職を譲り、自らは代表取締役会長となった
こと……が認められ、上記監査法人からの指導等
については、現場で教室運営や財務会計を担う
Ｐ３及びＰ１が対応していたことがうかがわれるか
ら、Ｙが代表取締役であったことをもって、直ち
に本件不正会計の事実又はその兆候を知っていた
と認めることもできない。」「Ｙが、平成 25 年 2
月頃、売上げの不適切な計上を告発する匿名の手
紙を受領したため、Ｐ１に対して調査を命じたこ
とが認められるが、他方、Ｐ１は、Ｐ２に調査させ
たところ、売上げの不適切計上の事実が確認され
……たが、Ｙに対しては、……上記告発について
調査したが問題はなかった旨の虚偽の報告を行っ
たことも認められるから、結局、Ｐ１は情報がＹ
に伝わることを遮断していたのであって、上記内
部告発の事実をもって、Ｙが本件不正会計の事実
又はその兆候を知っていたと認めることもできな
い。」「Ｙが、本件不正会計の事実又はその兆候を
知っていたということはできず、……Ｙに監視義
務違反があるということはできない。」
　「大会社である取締役会設置会社において、取
締役会は、取締役及び使用人の不正行為を防止す



3vol.7（2010.10） 3

新・判例解説 Watch ◆ 商法 No.132

3vol.27（2020.10） 3

るため、内部統制システムの大綱を決定すること
を要し（会社法 362 条 5 項、同条 4 項 6 号、会
社法施行規則 100 条 1 項）、業務執行を担当する
代表取締役は、その大綱を踏まえ、内部統制シス
テムを具体的に決定すべき義務を負うと解され
る。もっとも、整備すべき内部統制システムの内
容については、当該会社の規模、事業内容その他
の事情によって左右されるものであるから、会社
経営の専門家である取締役に広い裁量が与えられ
ているというべきであり、代表取締役は、原則と
して、通常想定される不正行為を防止し得る程度
の管理体制を整えれば足り、不正行為が通常容易
に想定し難い方法によるものであった場合には、
代表取締役において、不正行為の発生を予見すべ
きであったという特別な事情がない限り、当該代
表取締役に、不正行為を防止するためのリスク管
理体制を構築すべき義務に違反した過失があると
いうことはできないものと解するのが相当である
（最高裁判所平成……21 年 7月 9日第一小法廷判
決・裁判集民事 231 号 241 頁）。」
　「Ｙは、本件不正会計の事実を知らなかったと
いうべきである。……Ａ社においては、もともと
公認会計士や税理士の資格を有する 3名の社外
監査役を含む 4名の監査役が選任され、監査業
務に当たっていたこと、財務諸表等について会計
監査人による監査が行われていた上、特に、平成
20 年 2月期からは平成 19 年の売上げの不正計上
に関して再発防止委員会の委員を務め、Ｇの設計
にも助力したＦ監査法人が会計監査人となったこ
とが認められ、……Ｄ監査法人からＦ監査法人へ
の監査業務の引継ぎが円滑に行われ、Ｙは同監査
法人から監査に問題があるなどの報告を受けたこ
とがなかったこと、Ａ社においては、売上高等を
確認する機会として教室別の経営分析会議が開催
されていたものの、上記会議においてＹに報告さ
れた売上高等の数値は改ざんされたものであった
ことが認められるから、これらの事情を考慮すれ
ば、財務会計を含む管理業務をＰ１に委ねて新規
事業の立ち上げに注力していたＹが、監査役会や
監査法人の監査を経た財務諸表等に基づいて作成
された配当議案等に経理上の不正があることを発
見することは困難であったというべきであり、Ｙ
には、本件剰余金の配当等が分配可能額を超える
ことについての注意義務違反はなかったものとい
うべきである。」

判例の解説

　一　本判決の意義
　本判決は、取締役の監視義務違反及び内部統
制システム構築義務違反が否定された事例であ
る。学習塾の運営等の既存事業の経営及び財務会
計を含む管理業務を委ねられていた他の取締役の
指示・黙認の下で行われた不正会計について、自
らは新規事業の立ち上げに注力していた創業者で
ある代表取締役（提訴請求時は代表権のない取締役）
の任務懈怠責任が追及された点が特徴的である１）。
　本件の主な争点は、①Ｙは本件不正会計を認識
しながら黙認した（Ｙに監視義務違反がある）とい
えるか、②Ｙに内部統制システム構築義務違反が
あるか、③Ｙは取締役会において本件剰余金の配
当等に係る各議案に賛成するにあたり「その職務
を行うについて注意を怠らなかった」（会社法 462
条 2 項）といえるかの 3点であるが、本稿では紙
幅の都合上①②についてのみ検討する２）。

　二　監視義務違反の有無について
　Ｘは、Ｙが本件不正会計の事実又はその兆候を
知っていたにもかかわらずこれを黙認したことを
理由に、Ｙの監視義務違反を主張する。本判決
は、Ａ社が平成 19年以前から業務の適正を確保
するための体制や文書管理規程等を整備していた
ことを認定したうえで、Ｆ監査法人の指導等には
Ｐ３・Ｐ１が対応していたこと、Ｙに情報が伝わる
ことをＰ１が遮断したこと、Ｙに本件不正会計に
加担し又は黙認する動機があったということもで
きないこと等を総合考慮して、Ｙが本件不正会計
の事実又はその兆候を知っていたということはで
きないとし、Ｙに監視義務違反はないとした。こ
れは、内部統制システムが外形上問題なく機能し
ている場合には、あえて疑念を差し挟むべき特段
の事情がない限り、他の取締役等がその報告通り
に職務を遂行しているものと信頼することが許さ
れるとする、いわゆる「信頼の権利」を前提とし
た判断であろう３）。すなわち、Ｙが確認した上記
体制のもと、取締役Ｐ３・Ｐ１がその報告通りに職
務を遂行しているとＹが信頼していたため、Ｙに
監視義務違反はないという判断をしたものと考え
られる。
　本判決の判断枠組みは、取締役は取締役会上程
事項の監視にとどまらず代表取締役等の業務執行
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一般につき監視すべきとした最判昭 48・5・22
（民集 27 巻 5号 655 頁）とは異なる。Ａ社は、昭
和 48年最判のように取締役会を開催したことの
ない小規模会社ではなく、大会社かつ上場会社で
あるため、社外取締役を含む全取締役が取締役会
非上程事項まで監視することは事実上不可能で
ある４）。このようなＡ社の特性に着目し、本判決
は、取締役の行動規範や文書管理に関する適切な
内部統制システムが構築され、かつその内部統制
システムを通じて報告される情報を信頼して監視
を行っているか否かという枠組みでＹの監視義務
違反の有無を判断したものと考えられる。このよ
うに取締役の監視義務違反の判断枠組みについて
昭和 48 年最判の射程を限定するような解釈は、
近年の下級審裁判例（東京地判平 19・5・23 金判
1268 号 22 頁）でもすでにみられており、多くの
学説が主張するところでもある５）。

　三　内部統制システム構築義務違反の
　　　有無について
　平成 19 年不正会計を受けて整備された内部統
制システムにつき、本判決は、内部統制システム
構築義務に関する初の最高裁判決である最判平
21・7・9（集民 231 号 241 頁）を引用したうえで、(1)
①再発防止委員会を設置して再発防止策を検討
し、②Ｇを導入し、③平成 19 年不正会計の手法
を用いた売上げの不正計上ができなくなり、④本
件不正会計は平成 19 年不正会計とは全く異なる
要因からの発生であったことから、Ｇを導入した
当時において、本件不正会計の手法を用いての不
適切な会計処理は通常想定されるものではなく、
Ｙが導入したＧは、平成 19 年の売上げの不正計
上が発覚した当時に想定された不正行為を防止す
る程度の機能を有していたとし、(2) その後も内
部監査室の体制強化、従業員研修等で平成 19 年
不正会計への言及、目安箱の設置等の措置を行い、
加えて平成 19 年以前から社外監査役による監査
体制や文書保存体制等が整備されていたことか
ら、「Ｙが本件不正会計の事実又はその兆候を知
ることはできず、上記体制を更に強化すべき状態
にあったとはいえない」ため、「Ｙの整備した内
部統制システムは、Ａ社の事業の内容、規模等に
照らして、通常想定される不正行為を防止し得る
程度の機能ないし有用性を備えていたというべき
である」と判示した。(1) は体制整備義務、(2) は

運用義務に関する判示である６）。
　(1) 体制整備義務違反について、本判決は「整
備すべき内部統制システムの内容については……
取締役に広い裁量が与えられている」として経営
判断原則の適用を示しており７）、本件意見書にも
指摘があるように、結果として問題のある内部統
制システムではあったものの、Ｙの広い裁量を前
提として審査したものと考えられる。(2) 運用義
務違反については、以前から整備されていた社外
監査役による監査体制や、取締役の行動規範や文
書保存体制に基づきＦ監査法人の指導に取締役
Ｐ３・Ｐ１が対応したという事実を踏まえ、前述の
「信頼の権利」を前提として審査したものであろ
う８）。
　なお、本件の内部統制システム構築義務は、平
成 19 年不正会計の防止を念頭に置いて審査して
いるが、この体制構築から本件代表訴訟提起に至
る数年間においてもなお「通常想定される不正行
為を防止し得る程度の機能ないし有用性」を備え
ていたかは不明であり９）、この点も精査して審査
すべきではなかったかと思われる。

●――注
１）三浦治「本件判批」金判 1582 号（2020 年）10 頁。
２）争点③については、弥永真生「本件判批」ジュリ 1539
号（2019 年）120 頁を参照。

３）「信頼の権利」の詳細は、岩原紳作『商事法論集Ⅰ　会
社法論集』（商事法務、2016 年）318 頁、伊勢田道仁『内
部統制と会社役員の法的責任』（中央経済社、2018 年）
95 頁、野村修也「判批」会社法判例百選〔第 3版〕（2016
年）109 頁参照。

４）藤田友敬「取締役会の監督機能と取締役の監視義務・
内部統制システム構築義務」尾崎安央ほか編『公開会社
法と資本市場の法理（上村達男先生古稀記念）』（商事法
務、2019 年）375 頁は、昭和 48 年最判の射程を限定す
ることは肯定しつつも、事実上難しいというだけでは理
論的な説明にはならないと指摘する。

５）藤田・前掲注４）374 頁など。
６）体制整備義務、運用義務については、野村・前掲注３）
109 頁参照。

７）三浦・前掲注１）44 頁。
８）弥永真生「本件判批」ジュリ 1526 号（2018 年）3頁。
９）弥永・前掲注２）120 頁。

＊本稿は、（公財）民事紛争処理研究基金による平成 30 年
度助成に係る成果の一部である。


